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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和1年11月14日(2019.11.14)

【公開番号】特開2019-137921(P2019-137921A)
【公開日】令和1年8月22日(2019.8.22)
【年通号数】公開・登録公報2019-034
【出願番号】特願2019-79774(P2019-79774)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  23/04     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/06     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  23/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   23/04     　　　　
   Ｃ２２Ｆ    1/06     　　　　
   Ｃ２２Ｃ   23/00     　　　　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６７５　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８２　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８３　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｂ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｃ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６２５　

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月3日(2019.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　改善された機械的性質および電気化学的性質を有するマグネシウム合金を含むインプラ
ントであって、前記マグネシウム合金は、３．０重量％以下のＺｎ、０．６重量％以下の
Ｃａを含み、残りはマグネシウム、第１の不純物、および第２の不純物から形成され、前
記第１の不純物は、前記マグネシウム合金中においてマトリックス相よりも低い電気化学
的電位を有する金属間相の形成を促進し、また、前記第１の不純物は、合計０．００５重
量％以下のＦｅ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、ＺｒおよびＰを含み、前記マグ
ネシウム合金は、前記第２の不純物として、原子番号２１、３９、５７－７１および８９
－１０３のレアアース群から選択される元素を合計０．００２重量％以下含み、
　Ｚｎの含有量が、０．１重量％～１．６重量％であり、
　Ｚｎの含有量とＣａの含有量との比は、３以下であり、
　ＭｇＺｎ相は回避され、
　Ｚｒの含有量は、０．０００３重量％以下であり、
　前記マグネシウム合金は、２７５ＭＰａ超の強度および２００ＭＰａ超の降伏点を有す
ることを特徴とする、インプラント。
【請求項２】
　請求項１に記載のインプラントにおいて、Ｃａの含有量が０．１重量％から０．４５重
量％までであり、金属間相Ｃａ２Ｍｇ６Ｚｎ３および／またはＭｇ２Ｃａを各々約０～２
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．０％の体積分率で含むことを特徴とする、インプラント。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のインプラントにおいて、Ｚｎの含有量は０．１重量％～０．
３重量％で、Ｃａの含有量は０．２重量％～０．６重量％であり、金属間相Ｍｇ２Ｃａを
含んでなることを特徴とする、インプラント。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のインプラントにおいて、Ｚｎの含有量とＣａの含
有量との比が１以下であることを特徴とする、インプラント。
【請求項５】
　請求項１に記載のインプラントにおいて、Ｆｅは０．０００５重量％以下、Ｓｉは０．
０００５重量％以下、Ｍｎは０．０００５重量％以下、Ｃｏは０．０００２重量％以下、
Ｎｉは０．０００２重量％以下、Ｃｕは０．０００２重量％以下、Ａｌは０．００１重量
％以下、Ｚｒは０．０００３重量％以下、Ｐは０．０００１重量％以下であることを特徴
とする、インプラント。
【請求項６】
　請求項１に記載のインプラントにおいて、第１の不純物元素Ｆｅ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｏ、
Ｎｉ、ＣｕおよびＡｌの組み合わせに関し、前記第１の不純物の合計は０．００４重量％
以下、Ａｌの含有量は０．００１重量％以下、および／またはＺｒの含有量は０．０００
１重量％以下であることを特徴とする、インプラント。
【請求項７】
　請求項１に記載のインプラントにおいて、レアアースの群からの前記個々の元素は、合
計で、０．００１重量％以下であることを特徴とする、インプラント。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のインプラントにおいて、前記マグネシウム合金は
、５．０μｍ以下の粒度の微粒子ミクロ構造を有することを特徴とする、インプラント。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のインプラントにおいて、金属間相は、マトリック
ス相よりも卑であることを特徴とする、インプラント。
【請求項１０】
　請求項２、３、９のいずれか一項に記載のインプラントにおいて、前記析出物は１．０
μｍ以下の大きさであり、結晶粒界または粒子内部に分散状態で分配されていることを特
徴とする、インプラント。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載のインプラントにおいて、０．８未満の降伏比を
有し、引張強度と降伏点の差が５０ＭＰａ超であることを特徴とする、インプラント。
【請求項１２】
　改善された機械的性質および電気化学的性質を有するマグネシウム合金を含むインプラ
ントを製造する方法であって、前記マグネシウム合金は、３．０重量％以下のＺｎ、０．
６重量％以下のＣａを含み、残りはマグネシウム、第１の不純物、および第２の不純物か
ら形成され、前記第１の不純物は、前記マグネシウム合金中においてマトリックス相より
も低い電気化学的電位を有する金属間相の形成を促進し、また、前記第１の不純物は、合
計０．００５重量％以下のＦｅ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、ＺｒおよびＰを
含み、前記マグネシウム合金は、前記第２の不純物として、原子番号２１、３９、５７－
７１および８９－１０３のレアアース群から選択される元素を合計０．００２重量％以下
含み、Ｚｎの含有量が、０．１重量％～１．６重量％であり、Ｚｎの含有量とＣａの含有
量との比は、３以下であり、Ｚｒの含有量は、０．０００３重量％以下であり、前記方法
は、以下の工程：
ａ）真空蒸留による高純度マグネシウムの生成工程；
ｂ）工程ａ）に従った前記マグネシウムと請求項１～１１のいずれか一項またはそれ以上
の項の組成物との合成による合金ビレットの生成工程；



(3) JP 2019-137921 A5 2019.11.14

ｃ）それぞれ０．５時間から４０時間の放置期間を伴う３００℃と４５０℃の間の一回ま
たはそれ以上の継続上昇温度による一回またはそれ以上の焼きなましにより前記マグネシ
ウム合金を均質化する工程であって、そうすることにより合金構成成分を完全に溶液にす
る、均質化工程；およびｄ）前記均質化合金を、１５０℃と３７５℃の間の温度範囲で、
簡単な方法によって少なくとも一回行う形成工程を含んでなる、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法において、以下の工程
ｅ）工程ｃ）の後および／または工程ｄ）の後、前記均質化合金を１００℃と４５０℃の
間で０．５時間から２０時間行う時効工程をさらに含んでなる、方法。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の方法において、以下の工程
ｆ）工程ｄ）の後、１分から１０時間の放置期間を伴う１００℃から３２５℃の温度範囲
による、前記形成合金の加熱処理工程をさらに含んでなる、方法。
【請求項１５】
　請求項１２～１４のいずれか一項に記載の方法において、相Ｃａ２Ｍｇ６Ｚｎ３および
／またはＭｇ２Ｃａは、前記合金マトリックスよりも卑であり、形成プロセス前、形成プ
ロセス中およびまたは形成プロセス後に析出され、かつ前記合金マトリックスと前記Ｃａ

２Ｍｇ６Ｚｎ３および／またはＭｇ２Ｃａ析出物との間に存在する電位差は、前記合金マ
トリックスの分解速度を設定するのに使用されることを特徴とする、方法。
【請求項１６】
　請求項１２～１５のいずれか一項に記載の方法において、前記形成プロセス中の微粒子
化は、Ｚｒ粒子またはＺｒ含有微粒子の代わりに、前記金属間相Ｃａ２Ｍｇ６Ｚｎ３およ
び／またはＭｇ２Ｃａによって行われることを特徴とする、方法。
【請求項１７】
　請求項１２～１６のいずれか一項に記載の方法において、前記加熱処理後のＣａ２Ｍｇ

６Ｚｎ３および／またはＭｇ２Ｃａ析出物は、大きさが２．０μｍ以下であり、５．０μ
ｍ以下の粒度の微粒子構造中の結晶粒界および粒子内に、分散状態で分配されていること
を特徴とする、方法。
【請求項１８】
　請求項１２～１７のいずれか一項に記載の方法において、ＭｇＺｎ相は回避され、前記
マグネシウム合金は、２７５ＭＰａ超の強度および２００ＭＰａ超の降伏点を有すること
を特徴とする、方法。
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